
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｌ３－１３０ 交通施設物 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ３－１３ 一 交通施設物 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ３－１２ 情報施設物 

Ｌ３－１４０ 送電通信施設物 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
７ 

この分類に含まれる物品 

停留所 待合所 改札ボックス 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

交通に関する施設物及びその構成体・構成部材を分類する。ただし基本構造材（Ｌ７－１１）は除く。自動改

札機（Ｊ５－４０）、交通信号機（Ｊ６－４１）、道路標識（Ｆ５－１００）、組立て橋りょう（Ｌ２－５０１０）、組立てト

ンネル（Ｌ２－５０２０）、組立て道路（Ｌ２－５１）、スノーシェード（Ｌ２－５４００）、防風防雪さく、雪崩予防さく

（Ｌ２－５４２０）、道路用防音壁（Ｌ２－５４３０）、道路用さく（Ｌ３－５３００）を除く。 

下位のＬ３－１３１０車庫及び二輪車収納庫に属さないものをここに分類する。 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1171339 
待合所 
（正面図） （右側面図） 

登録 844803 
船客乗降用通路 
   （正面図） 

 

（右側面図） 

 

793369 
索道用支柱 

484243 
ﾁｪｱｰﾘﾌﾄ用支柱 


